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Ⅰ．規程及び体制等の整備状況 
１．機関内規程 
１）評価結果 
   ■ 厚生労働省の基本指針（以下、「基本指針」という）に適合する機関内規程を定めている。 
   □ 機関内規程を定めているが、一部に改善すべき点がある。 
   □ 機関内規程を定めていない。 
２）自己点検の対象とした資料 
 ・さいたま市健康科学研究センター動物実験実施要綱 
 
 
３）評価結果の判断理由（改善すべき点があれば、明記する。） 
 ・厚生労働省の基本指針に適合する「さいたま市健康科学研究センター動物実験実施要綱（令和４

年３月２８日施行）」を策定し、運用している。 
 
４）改善の方針 
 ・改善すべき点は特にない。 
 
 

 
２．動物実験委員会 
１）評価結果 
   ■ 基本指針に適合する動物実験委員会を設置している。 
   □ 動物実験委員会を設置しているが、一部に改善すべき点がある。 
   □ 動物実験委員会を設置していない。 
２）自己点検の対象とした資料 
 ・さいたま市健康科学研究センター動物実験実施要綱 

 
３）評価結果の判断理由（改善すべき点があれば、明記する。） 
 ・「さいたま市健康科学研究センター動物実験実施要綱」に基づき、基本指針に適合する「さいたま

市健康科学研究センター動物実験委員会」を設置している。 
 
４）改善の方針 
 ・改善すべき点は特にない。 
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３．動物実験の実施体制 
１）評価結果 
   ■ 基本指針に適合し、動物実験の実施体制を定めている。 
   □ 動物実験の実施体制を定めているが、一部に改善すべき点がある。 
   □ 動物実験の実施体制を定めていない。 
２）自己点検の対象とした資料 

・さいたま市健康科学研究センター動物実験実施要綱 
 
 
３）評価結果の判断理由（改善すべき点があれば、明記する。） 

・「さいたま市健康科学研究センター動物実験実施要綱」で、動物実験の実施体制を定めている。 
 
 
４）改善の方針 
 ・改善すべき点は特にない。 
 
 

 
４．安全管理に注意を要する動物実験の実施体制 
１）評価結果 
■ 基本指針に適合し、安全管理に注意を要する動物実験の実施体制を定めている。 
□ 安全管理に注意を要する動物実験の実施体制を定めているが、一部に改善すべき点がある。 
□ 安全管理に注意を要する動物実験の実施体制を定めていない。 
□ 該当する動物実験を行っていないので、実施体制を定めていない。 

２）自己点検の対象とした資料 
・さいたま市健康科学研究センター動物実験実施要綱 

  
 
３）評価結果の判断理由（改善すべき点があれば、明記する。） 
 ・「さいたま市健康科学研究センター動物実験実施要綱」で、安全管理に注意を要する動物実験の実

施体制を定めている。 
 
４）改善の方針 
 ・改善すべき点は特にない。 
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５．実験動物の飼養保管の体制 
１）評価結果 
   ■ 基本指針や飼養保管基準に適合し、適正な飼養保管の体制である。 
   □ 概ね良好であるが、一部に改善すべき点がある。 
   □ 多くの改善すべき問題がある。 
２）自己点検の対象とした資料 

・さいたま市健康科学研究センター動物実験実施要綱 
 ・動物飼育管理標準作業書 
 ・実験動物の取扱い及び実験室等の使用に関する管理マニュアル 

 
３）評価結果の判断理由（改善すべき点や問題があれば、明記する。） 
 ・基本指針や飼養保管基準に適合し、適正な飼養保管の体制を定めた「動物飼育管理標準作業書」、 

「実験動物の取扱い及び実験室等の使用に関する管理マニュアル」を作成している。 
 
４）改善の方針 

・改善すべき点は特にない。 
 
 

 
６．その他 
（動物実験の実施体制において、特記すべき取り組みおよびその点検・評価結果） 
 ・特にない。 
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Ⅱ．実施状況 
１．動物実験委員会 
１）評価結果 
   ■ 基本指針に適合し、適正に機能している。 
   □ 概ね良好であるが、一部に改善すべき点がある。 
   □ 多くの改善すべき問題がある。 
２）自己点検の対象とした資料 
 ・動物実験委員会会議資料 
 
 
３）評価結果の判断理由（改善すべき点や問題があれば、明記する。） 
 ・動物実験委員会が開催され、申請のあった動物実験実施計画書について、適正に審査を行ってい

る。 
 
４）改善の方針 

・改善すべき点は特にない。 
 
 

 
２．動物実験の実施状況 
１）評価結果 
   ■ 基本指針に適合し、適正に動物実験を実施している。 
   □ 概ね良好であるが、一部に改善すべき点がある。 
   □ 多くの改善すべき問題がある。 
２）自己点検の対象とした資料 
 ・動物実験実施計画書 
 ・動物実験実施報告書 
 
３）評価結果の判断理由（改善すべき点や問題があれば、明記する。） 
 ・動物実験実施計画書に基づいて適正に動物実験を実施し、動物実験実施報告書により結果を報告

している。 
 
４）改善の方針 

・改善すべき点は特にない。 
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３．安全管理に注意を要する動物実験の実施状況 
１）評価結果 
   ■ 基本指針に適合し、当該実験を適正に実施している。 
   □ 概ね良好であるが、一部に改善すべき点がある。 
   □ 多くの改善すべき問題がある。 
   □ 該当する動物実験を行っていない。 
２）自己点検の対象とした資料 

・動物実験実施計画書 
 ・動物実験実施報告書 
  
３）評価結果の判断理由（改善すべき点や問題があれば、明記する。） 
 ・動物実験実施計画書に基づいて適正に動物実験を実施し、動物実験実施報告書により結果を報

告している。 
 
４）改善の方針 
 ・改善すべき点は特にない。 
 

 
４．実験動物の飼養保管状況 
１）評価結果 
   ■ 基本指針や飼養保管基準に適合し、適正に実施している。 
   □ 概ね良好であるが、一部に改善すべき点がある。 
   □ 多くの改善すべき問題がある。 
２）自己点検の対象とした資料 
 ・動物の飼育に関する記録（動物飼育管理標準作業書 様式１～６） 
 ・共通動物室入室記録簿 
 
３）評価結果の判断理由（改善すべき点や問題があれば、明記する。） 
 ・実験動物の飼養保管に関して、「さいたま市健康科学研究センター動物実験実施要綱」、「動物飼育

管理標準作業書」、「実験動物の取扱い及び実験室等の使用に関する管理マニュアル」に基づき、適

正に実施している。 
 
４）改善の方針 

・改善すべき点は特にない。 
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５．施設等の維持管理の状況 
１）評価結果 
   ■ 基本指針や飼養保管基準に適合し、適正に維持管理している。 
   □ 概ね良好であるが、一部に改善すべき点がある。 
   □ 多くの改善すべき問題がある。 
２）自己点検の対象とした資料 
 ・さいたま市健康科学研究センター動物実験実施要綱 
 ・動物の飼育に関する記録（動物飼育管理標準作業書 様式１～６） 
 
３）評価結果の判断理由（改善すべき点や問題があれば、明記する。） 
 ・管理者の指示の下、実験動物管理者が適正に施設等の維持管理を行っている。 
  
 
４）改善の方針 
 ・改善すべき点は特にない。 
 
 

 
６．教育訓練の実施状況 
１）評価結果 
   ■ 基本指針や飼養保管基準に適合し、適正に実施している。 
   □ 概ね良好であるが、一部に改善すべき点がある。 
   □ 多くの改善すべき問題がある。 
２）自己点検の対象とした資料 
 ・教育訓練実施報告資料 
 ・実験動物管理者等研修会復命書 
 
３）評価結果の判断理由（改善すべき点や問題があれば、明記する。） 
 ・管理者が動物実験責任者に指示し、動物実験実施者を対象に教育訓練を実施している。 
 ・動物実験責任者が研修を受講し、管理者と動物実験実施者に研修内容の伝達をしている。 
 
４）改善の方針 
 ・改善すべき点は特にない。 
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７．自己点検・評価、情報公開 
１）評価結果 
   ■ 基本指針や飼養保管基準に適合し、適正に実施している。 
   □ 概ね良好であるが、一部に改善すべき点がある。 
   □ 多くの改善すべき問題がある。 
２）自己点検の対象とした資料 

・さいたま市健康科学研究センター生活科学課ホームページ 
「動物を用いる試験への取り組みについて」 

https://www.city.saitama.jp/008/016/008/004/002/p077343.html 
・動物実験に関する自己点検・評価報告書 

 
３）評価結果の判断理由（改善すべき点や問題があれば、明記する。） 
 ・自己点検評価表に基づいて適正に自己点検・評価を実施し、自己点検・評価報告書により結果を

報告している。 
 ・前年度に実施した自己点検・評価について、ホームページで「令和３年度動物実験に関する自己

点検・評価報告書」を公開している。 
 
４）改善の方針 
 ・改善すべき点は特にない。 
 
 

 
８．その他 
（動物実験の実施状況において、機関特有の点検・評価事項及びその結果） 

・特にない。 
 
 

 

https://www.city.saitama.jp/008/016/008/004/002/p077343.html

